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閣 司 本 第 ８ ９ 号

平成１６年６月９日

〔各府省庁等事務次官等〕 殿

司法制度改革推進本部事務局長

行政事件訴訟法の一部を改正する法律の公布について（通知）

行政事件訴訟法の一部を改正する法律（平成１６年法律第８４号）は、平成１６年６
月９日に公布され、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める

日から施行することとされました。その概要は以下に掲げるとおりです。
貴職におかれましては、その円滑な施行に向け、格別の配慮をされるとともに、処分

その他公権力の行使を行う等により行政事件訴訟法に係わることとなる貴職所管の独立

行政法人・特殊法人・公益法人等の公共団体にもこの旨周知願います。

記

第１ 訴訟類型

１ 義務付けの訴え
次に掲げる場合において、行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることを

求める抗告訴訟の類型として 「義務付けの訴え」を定めることとした （第３条第、 。

６項関係）
(1) 行政庁が一定の処分又は裁決をすべきであるにかかわらずこれがされないとき

（(2)に掲げる場合を除く 。。）
(2) 行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求
がされた場合において、当該行政庁がその処分又は裁決をすべきであるにかかわ

らずこれがされないとき。
２ 差止めの訴え

行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないにかかわらずこれがされようとして

いる場合において、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを
求める抗告訴訟の類型として 「差止めの訴え」を定めることとした （第３条第７、 。

項関係）
３ 公法上の法律関係に関する確認の訴え

当事者訴訟の類型として「公法上の法律関係に関する確認の訴え」を例示するこ

ととした （第４条関係）。
第２ 原告適格
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裁判所は、処分又は裁決の相手方以外の者について取消訴訟の原告適格の要件であ

る法律上の利益の有無を判断するに当たっては、当該処分又は裁決の根拠となる法令
の規定の文言のみによることなく、当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において

考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮するものとし、この場合において、当該法
令の趣旨及び目的を考慮するに当たっては、当該法令と目的を共通にする関係法令が
あるときはその趣旨及び目的をも参酌するものとし、当該利益の内容及び性質を考慮

するに当たっては、当該処分又は裁決がその根拠となる法令に違反してされた場合に
害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案
するものとした （第９条第２項関係）。

第３ 被告適格等
取消訴訟につき、被告適格者を原則として行政庁から国又は公共団体に改めるとと

もに、処分又は裁決をした行政庁を明らかにする手続を定め、併せて、処分又は裁決
をした行政庁が当該処分又は裁決に係る国又は公共団体を被告とする訴訟について、
裁判上の一切の行為をする権限を有するものとした （第１１条関係）。

第４ 管轄
取消訴訟につき、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所にも管轄を認め、国

又は独立行政法人若しくは所定の法人を被告とする取消訴訟は、原告の普通裁判籍の

所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所にも、提起することがで
きることとし、移送の規定を設けることとした （第１２条関係）。

第５ 出訴期間
取消訴訟につき、処分又は裁決があったことを知った日から三箇月の出訴期間を六

箇月に延長し、この期間を経過したときでも、正当な理由があるときは、訴えを提起

することができるものとし、審査請求があった場合の出訴期間の起算日を改めること
とした （第１４条関係）。

第６ 釈明処分の特則

、 、 、 、裁判所は 訴訟関係を明瞭にするため 必要があると認めるときは 行政庁に対し
処分又は裁決の理由を明らかにする資料の提出を求めること等ができることとし、処

分についての審査請求に対する裁決を経た後に取消訴訟の提起があったときは、行政
、 。庁に対し 当該審査請求に係る事件の記録の提出を求めること等ができることとした

（第２３条の２関係）

第７ 執行停止
執行停止の要件について 「回復の困難な損害」を「重大な損害」に改め、重大な損、

、 、害を生ずるか否かの判断に当たっては 損害の回復の困難の程度を考慮するものとし

損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとした （第２５条関。
係）

第８ 義務付けの訴えの要件等
義務付けの訴えを提起する際の要件等に関する規定を設けることとした （第３７条。

の２及び第３７条の３関係）

第９ 差止めの訴えの要件
差止めの訴えを提起する際の要件に関する規定を設けることとした （第３７条の４。
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関係）

第１０ 仮の義務付け及び仮の差止め
１ 義務付けの訴えの提起があった場合において、その義務付けの訴えに係る処分又

は裁決がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必
要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てによ
り、決定をもって、仮に行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることができ

ることとした （第３７条の５第１項関係）。
２ 差止めの訴えの提起があった場合において、その差止めの訴えに係る処分又は裁
決がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があ

り、かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより、決
定をもって、仮に行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることがで

きることとした （第３７条の５第２項関係）。
３ その他、仮の義務付け又は仮の差止めの要件及び手続に関する規定を設けること
とした （第３７条の５第３項～第５項関係）。

第１１ 当事者訴訟の出訴期間
法令に出訴期間の定めがある当事者訴訟につき、その法令に別段の定めがある場合

を除き、正当な理由があるときは、その期間を経過した後であっても、提起すること

ができることとした （第４０条第１項関係）。
第１２ 取消訴訟等の提起に関する事項の教示

行政庁が、処分又は裁決をする場合には、その相手方に対し、当該処分又は裁決に
係る取消訴訟の被告とすべき者、出訴期間等を書面で教示しなければならないことと
した （第４６条関係）。

第１３ その他
１ この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して１年を超えない範囲内に
おいて政令で定める日から施行することとした。

２ 関係法律について所要の整備等をすることとした （附則第２条～第４９条関係）。
３ 政府は、この法律の施行後５年を経過した場合において、この法律による改正後

の行政事件訴訟法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、
その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとした （附則第５０条関係）。
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閣 司 本 第 ９ ０ 号

平成１６年６月９日

各都道府県知事 殿

司法制度改革推進本部事務局長

行政事件訴訟法の一部を改正する法律の公布について（通知）

行政事件訴訟法の一部を改正する法律（平成１６年法律第８４号）は、平成１６年６
月９日に公布され、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める
日から施行することとされました。その概要は以下に掲げるとおりです。

貴職におかれましては、その円滑な施行に向け、格別の配慮をされるとともに、貴都
道府県内の市町村に対してもこの旨周知願います。

記

第１ 訴訟類型
１ 義務付けの訴え

次に掲げる場合において、行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることを

求める抗告訴訟の類型として 「義務付けの訴え」を定めることとした （第３条第、 。
６項関係）
(1) 行政庁が一定の処分又は裁決をすべきであるにかかわらずこれがされないとき

（(2)に掲げる場合を除く 。。）
(2) 行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求

がされた場合において、当該行政庁がその処分又は裁決をすべきであるにかかわ
らずこれがされないとき。

２ 差止めの訴え

行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないにかかわらずこれがされようとして
いる場合において、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを
求める抗告訴訟の類型として 「差止めの訴え」を定めることとした （第３条第７、 。

項関係）
３ 公法上の法律関係に関する確認の訴え

当事者訴訟の類型として「公法上の法律関係に関する確認の訴え」を例示するこ
ととした （第４条関係）。

第２ 原告適格

裁判所は、処分又は裁決の相手方以外の者について取消訴訟の原告適格の要件であ
る法律上の利益の有無を判断するに当たっては、当該処分又は裁決の根拠となる法令
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の規定の文言のみによることなく、当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において

考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮するものとし、この場合において、当該法
令の趣旨及び目的を考慮するに当たっては、当該法令と目的を共通にする関係法令が

あるときはその趣旨及び目的をも参酌するものとし、当該利益の内容及び性質を考慮
するに当たっては、当該処分又は裁決がその根拠となる法令に違反してされた場合に
害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案

するものとした （第９条第２項関係）。
第３ 被告適格等

取消訴訟につき、被告適格者を原則として行政庁から国又は公共団体に改めるとと

もに、処分又は裁決をした行政庁を明らかにする手続を定め、併せて、処分又は裁決
をした行政庁が当該処分又は裁決に係る国又は公共団体を被告とする訴訟について、

裁判上の一切の行為をする権限を有するものとした （第１１条関係）。
第４ 管轄

取消訴訟につき、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所にも管轄を認め、国

又は独立行政法人若しくは所定の法人を被告とする取消訴訟は、原告の普通裁判籍の
所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所にも、提起することがで
きることとし、移送の規定を設けることとした （第１２条関係）。

第５ 出訴期間
取消訴訟につき、処分又は裁決があったことを知った日から三箇月の出訴期間を六

箇月に延長し、この期間を経過したときでも、正当な理由があるときは、訴えを提起
することができるものとし、審査請求があった場合の出訴期間の起算日を改めること
とした （第１４条関係）。

第６ 釈明処分の特則
、 、 、 、裁判所は 訴訟関係を明瞭にするため 必要があると認めるときは 行政庁に対し

処分又は裁決の理由を明らかにする資料の提出を求めること等ができることとし、処

分についての審査請求に対する裁決を経た後に取消訴訟の提起があったときは、行政
、 。庁に対し 当該審査請求に係る事件の記録の提出を求めること等ができることとした

（第２３条の２関係）
第７ 執行停止

執行停止の要件について 「回復の困難な損害」を「重大な損害」に改め、重大な損、

、 、害を生ずるか否かの判断に当たっては 損害の回復の困難の程度を考慮するものとし
損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとした （第２５条関。
係）

第８ 義務付けの訴えの要件等
義務付けの訴えを提起する際の要件等に関する規定を設けることとした （第３７条。

の２及び第３７条の３関係）
第９ 差止めの訴えの要件

差止めの訴えを提起する際の要件に関する規定を設けることとした （第３７条の４。

関係）
第１０ 仮の義務付け及び仮の差止め
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１ 義務付けの訴えの提起があった場合において、その義務付けの訴えに係る処分又

は裁決がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必
要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てによ

り、決定をもって、仮に行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることができ
ることとした （第３７条の５第１項関係）。

２ 差止めの訴えの提起があった場合において、その差止めの訴えに係る処分又は裁

決がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があ
り、かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより、決
定をもって、仮に行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることがで

きることとした （第３７条の５第２項関係）。
３ その他、仮の義務付け又は仮の差止めの要件及び手続に関する規定を設けること

とした （第３７条の５第３項～第５項関係）。
第１１ 当事者訴訟の出訴期間

法令に出訴期間の定めがある当事者訴訟につき、その法令に別段の定めがある場合

を除き、正当な理由があるときは、その期間を経過した後であっても、提起すること
ができることとした （第４０条第１項関係）。

第１２ 取消訴訟等の提起に関する事項の教示

行政庁が、処分又は裁決をする場合には、その相手方に対し、当該処分又は裁決に
係る取消訴訟の被告とすべき者、出訴期間等を書面で教示しなければならないことと

した （第４６条関係）。
第１３ その他
１ この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して１年を超えない範囲内に

おいて政令で定める日から施行することとした。
２ 関係法律について所要の整備等をすることとした （附則第２条～第４９条関係）。
３ 政府は、この法律の施行後５年を経過した場合において、この法律による改正後

の行政事件訴訟法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、
その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとした （附則第５０条関係）。




